
 

講 演 会 の ご 案 内 
   
最最最近近近ののの利利利殖殖殖商商商法法法被被被害害害ののの   

現現現状状状ととと課課課題題題 
仮想通貨、ＦＸ取引などを装った最近の利殖商法の特徴及び手口について紹介いただくとともに規制

の動向、相談事例等を踏まえ、今後の課題についてご講演いただきます。 

2018年 10月 19日（金）  

18：00－20：00 (受付) 17:30 より 

◇場 所 ：仙台弁護士会館 4階 ホール 

        仙台市青葉区一番町 2丁目 9-18 

◇講 師 ： 弁護士 荒井 哲朗 氏 東京弁護士会所属 

◇講師紹介   ：あおい法律事務所代表、日弁連消費者問題対策委員会副委員長、先物取引被

害全国研究会幹事、全国証券問題研究会幹事 

            アーバンコーポレーション株主被害対策弁護団ほか複数の弁護団の代表。数多くの

先物取引・詐欺的利殖商法の問題に取り組み、取引被害、消費者被害の回復・救

済に尽力されています。 

◇参 加 費  ： 無料 

◇参 加 申 込  ： 裏面用紙に必要事項記載の上、10月 5日（金）までにお申込ください。 

             （当日参加可能） 

 

＜主 催・問い合わせ先> 特定非営利活動法人 消費者市民ネットとうほく 

事務局（担当 新野・金野） 

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-40 ブライトシティ柏木 702 

TEL：022-727-9123 FAX：022-739-7477 

                E-mail： shiminnet-tohoku@triton.ocn.ne.jp 



ＦＡＸ 022-739-7477     NPO法人消費者市民ネットとうほく事務局 

 

10月 19 日講演会 参 加 申 込 用 紙  
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記載いただいた個人情報は当講演会の連絡にのみ使用します 
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【お問合せ・申込み】 NPO法人消費者市民ネットとうほく事務局                    

             〒９８１－０９３３ 仙台市青葉区柏木１－２－４０  

ブライトシティ柏木７０２ 

                        TEL 022-727-9123  FAX 022-739-7477  

                        E－mail  shiminnet-tohoku@triton.ocn.ne.jp 

 

               
 


